
 

議案第 76号 

                                    

   桐生市立学校設置条例の一部を改正する条例案 

                                    

 桐生市立学校設置条例の一部を改正する条例を次のように定めるものと

する。 

                                    

令和 6年 11月 29日提出 

                                    

               桐生市長 荒 木 恵 司 

 



桐生市立学校設置条例の一部を改正する条例 

 

桐生市立学校設置条例(昭和 40年桐生市条例第 13号)の一部を次のように改正す

る。 

第 7条の表桐生市立境野幼稚園の項、桐生市立広沢幼稚園の項及び桐生市立桜木

幼稚園の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和 7年 4月 1日から施行する。 



議 案 説 明 

 

議案第 76号 桐生市立学校設置条例の一部を改正する条例案  

                                    

 令和 7 年 3 月 31 日をもって桐生市立境野幼稚園、桐生市立広沢幼稚

園及び桐生市立桜木幼稚園を閉園するため、桐生市立学校設置条例か

ら 3 園を削除するものです。 


